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2当参考資料の読み方と全体共通の注意事項

 電気事業者は電気事業法第２９条により、電気事業法施行規則及び電気事業法第二条第一項第十四号の要
件等を定める省令で定めるところにより、供給計画を作成し経済産業大臣に届け出なければならない。これを
受け、資源エネルギー庁及び広域機関は以下の資料を作成し公表している。

（なお、当資料では以下資料を【 】内の記載に略記する）

 平成２８年度供給計画届出書の記載要領（平成２８年３月；資源エネルギー庁）：【記載要領】

 電力需給バランスに係る需要及び供給力計上ガイドライン（平成２８年３月；資源エネルギー庁）：【ガイド
ライン】

 平成２８年度供給計画届出書の運用要領（平成２８年３月；資源エネルギー庁）：【運用要領】

 エネルギ供給高度化法に係る電気事業者の非化石電源比率の算出方法について（平成２８年３月；電
力・ガス事業部）：【非化石比率算定方法】

 太陽光・風力のエリア別Ｌ５出力比率一覧表【太陽光等Ｌ５比率一覧表】

 当資料は、電気事業者が平成２８年度供給計画届出書を記載するための参考資料であり、上記の資料を補足
するためのものである。よって、供給計画を作成するにあたっては、上記の資料を十分確認した上で、当資料を
補足的に活用していただきたい。

 一つの事業者が複数の電気事業ライセンスを保有する場合は、ライセンス毎に供給計画届出書を作成し、届出
を行うこと。

 当資料でエリアという場合は、一般送配電事業者の供給区域を指す。

 当資料では、供給計画の各様式を以下のように略記する。

 様式第○ ⇒○表

 様式第○ 第△表 ⇒○－△表

 様式第○ 第△の□表 ⇒○－△－□表



3当参考資料の読み方と全体共通の注意事項

 自者・他者という記載は、事業者を更にライセンス毎に区分したものであり、例えば、一つの会社が複数ライセ
ンスを持つ場合に、自者と異なるライセンスを持つ者は他者として扱う。

 供給電力・供給電力量欄の「保有電源」とは、各事業者がライセンス区分に応じて保有する電源※を対象とし、
同一会社が複数ライセンスを持つ場合は、他のライセンスが保有する電源は他者の電源と考える。よって、そ
のような電源を調達した場合は、供給電力の「調達」欄に記載し、また、他者との取引と考え、３２－８表にも記
載する。 ※発電事業者が保有する電源とは、当該事業者が所有する電源に限らず、自らが維持・運用している他者の電源
も含むことに注意

 小売電気事業者及び発電事業者がエリア毎に作成する表（３２－１～４表、３２－８表、３６表）は、全国の合計値
を記載した表（エリア別に記載したものを単純加算・並記した表）も別途作成する。３２－１表、３２－８表で全国合
計を作成する断面は、記載要領の別紙「供給電力等の記載断面について」の「年度計画の指定月・時」で指定し
た８月断面とし、３２－３表、３６表で全国合計を作成する断面は「供給電力等の記載断面について」の「月間計
画の算定期間・指定時」で指定した断面とする。

 時刻を表す場合に、例えば１５時といった場合は１４時～１５時までの１時間とする。

 １より小さい値を記入する場合は、小数点以下の数値も入力すること（表示上は０又は１で問題なし）。

 Ｈ２８年度供給計画届出において、各事業者は、供給計画（案も含む）を提出する時点で取引先のライセンスが
不明な場合（取引先がライセンス未取得の場合も含む）は、その取引分を各事業者欄ではなく、「その他」欄へ記
載することができる。

 各事業者の電力の調達や販売分で「取引所」欄に記載するのは、取引所を介した取引のうち、取引相手先が特
定できない取引のみとし、取引相手先が特定できるものについては「取引所」以外の欄に記載する。

 各事業者における記載対象でない欄（記載要領の事業者別記載列に○がついていない欄）、記載対象欄であっ
ても記載対象となる設備や契約がない欄（例えば、水力発電所を保有しない事業者の水力発電所保有電源欄、
発電事業者との契約がない事業者の発電事業者からの調達欄等）は空白とする。記載対象となる設備や契約
がある欄でその計画が０のもの（例えば、燃料に石炭を使用する発電設備がある発電所における石炭使用計画
が０の場合等）は０と記載する。



4３２－１表、３２－３表の記載断面について
 ３２－１表、３２－３表は、別紙「供給区域毎に指定する記載断面」の「①年度計画の指定月・時」、「②月間計画の算定期間・指定

時」に指定する記載断面（３２－１表は最大２断面、３２－３表は１断面でエリア指定月時と呼ぶ）毎に作成する。これは供給エリア
内の記載断面を合わせて、供給エリア全体の需給バランスを確認するためのもの。

 また、３２－１表について、小売電気事業者においては、指定された月・時以外に自者の最大需要が発生する場合は、その最大需
要月・時についても作成する。各社の最大需要発生時刻に幅を持つ場合（例えば５月の１２～１７時の間等）は、その範囲のどの
時刻でも確実に調達できる供給力を計上するものとする。これは、個社の供給力確保状況を確認するためのもの。

 また、３２－３表について、小売電気事業者においては、指定された月内時刻以外に自者の最大需要が発生する場合は、別途、
自者の最大需要が発生する月内時刻断面についても作成する。各社の最大需要発生時刻に幅を持つ場合（１２～１７時の間等）
は、その範囲のどの時刻でも確実に調達できる供給力を計上するものとする。これは、個社の供給力確保状況を確認するための
もの。

事業者 ３２－１表の
記載断面

３２－１表と同様の記
載断面月をもつ表

３２－３表の
記載断面

３２－３表と同様の
記載断面をもつ表

・小売電気事
業者

・登録特定送
配電事業者

・エリア指定月時

・自者の最大需要月時
（指定月時と違う場合
のみ必要）

・３２－８表

・３８－３表（エリア指定
月時のみ必要）

・エリア指定月時

・自者の最大需要発生時刻
（１２か月において１か所でも
エリア指定月時と違う場合は
提出が必要）

・３６表

発電事業者 ・エリア指定月時 ・３２－８表
・３８－３表

・エリア指定月時 ・３４表
・３６表

一般送配電
事業者

・エリア指定月時 ・３２－８表
・３３表
・３３－２表

・３８表（電力潮流の状
況）

・エリア指定月時 ・３６表



5３２－１表

●ライセンス共通事項

 ３２－１表の第１年度の記載断面と３２－３表の該当月の記載断面は整合を図ること。

 供給計画とは別に提出する発電・販売計画や需要・調達計画には「販売未確定分」（取引量には含まれるが、実発電量や実需要
には現時点で紐づいてないもの）を記載するようになっている。供給計画ではこの「販売未確定分」を取引分に含めて扱うようにし、
例えば、発電事業者から小売電気事業者へ「販売未確定分」が取引された場合は、発電事業者は需要電力としてこの「販売未確
定分」を記載し、小売電気事業者は調達分として記載する。

 年度末電源構成の「ＬＮＧ」欄は、３５－１表、３５－２表等の「液化天然ガス」「都市ガス」「天然ガス」欄をすべて含んだ量を記載す
る。（３２－２表の発電端電力量も同じ）

●小売電気事業者（登録特定送配電事業者を含む）

 小売電気事業者は、エリア毎に本表を作成する。エリアの自者の需要想定（「需要電力（送電端）」欄に記載）を基に、エリア内外に
関係なく、その需要向けに手当した供給電力を記載する。ただし、他者へ転売する目的で調達したものも含めて記載する。

 保有電源欄には、自者保有電源から供給する電力を記載し、連系線利用計画を登録して他エリアから供給するものも含む。調達
分欄については、他者から調達する電力を記載し、上記同様、連系線利用計画を登録して他エリアから調達するものも含む。調達
分については基本的に３２－８表の記載に、他エリアから供給・調達するものについては３８－３表の記載に整合させる。

 小売電気事業者間のエリアを跨ぐ転売時（同一事業者間でエリアを跨ぐ供給も含む）に、受電エリアの供給計画には、当該電力を
「調達分」欄に記載し、送電エリアの供給計画には「調達分」欄にマイナス記載をする。

 「エリア外供給力（再掲）」には、エリア外から調達する電力からエリア外へ供給する電力を引いた電力を記載する（マイナスもあり）。

 小売電気事業者は、太陽光発電者（電気事業者以外）から将来購入する見込みの太陽光発電供給力について、至近の購入状況
等から蓋然性が高いと思われる量について調達分として計上することができる。風力発電についても本取扱いを準用する。

 小売電気事業者がエリア指定断面とは別に自者指定断面を記載する場合、エリア指定断面に記載する「需要電力（送電端）」はエ
リア指定月時における最大３日平均電力とする。



6３２－１表

●発電事業者

 発電事業者は、自者保有電源が系統連系しているエリア毎に本表を作成する。ただし、自者保有電源がエリアにない場合でも、
当該エリアで電気の調達・販売計画を有する場合は当該エリアの表を作成し、その計画を記載する。

 保有電源欄には、自者保有電源の供給力（記載断面にて、安定的に系統へ送電できる電力）を記載する。調達分欄については、
他者から調達した電力を記載し、連系線利用計画が登録され他エリアから供給されるものも含む。調達分については、 基本的に
３２－８表の記載に、他エリアから供給・調達するものについては３８－３表の記載に整合させる。

 他エリアにある自者保有電源を連系線利用計画を用いて当該エリアに供給する場合に、当該エリアの供給計画には、当該電力を
「調達分」欄に記載し、他エリアの供給計画には「需要電力（送電端）」欄に記載する。

 「需要電力（送電端）」欄には販売先が決まっている電力を記載する。連系線の容量が確保され、他エリアへの販売が確保されて
いるものも含める。ただし、供給先が確保できていない長期の連系線利用計画が登録されているものについては、その電力は「需
要電力（送電端）」には含めない。

 「【エリア】発電事業者（余力合計）」欄には供給電力の合計から需要電力（送電端）を差し引いたもの（未販売分電力）を記載する。
余力はマイナスとならないように記載する必要があるが、個別事情がある場合は広域機関に別途相談すること。

 「エリア外供給力（再掲）」には、エリア外から調達する電力からエリア外へ供給する電力を引いた電力を記載する（マイナスもあり）。

 発電事業者が連系線利用計画によりエリアを跨いだ電気を購入できるのは、需要に紐づいた電気のみであることに注意すること。



7３２－１表

●一般送配電事業者

 一般送配電事業者は、管轄するエリアについて本表を作成する。一般送配電事業者が想定したエリア全体の需要想定（「需要電
力（送電端）」欄に記載）を基に、エリア内の小売電気事業者、発電事業者の供給計画記載情報を用いて記載する。

 保有電源欄には、一般送配電ライセンスで保有している電源から供給する電力を記載し、連系線利用計画を登録して他エリアか
ら供給するものも含む。調達分欄には、他者から調達する電力を記載し、上記同様、連系線利用計画を登録して他エリアから供給
しているものも含む。供給電力の調達分については、基本的に３２－８表の記載に整合させる。

 「【エリア】小売電気事業者（供給力合計）」欄には当該供給エリアにおける小売電気事業者が確保している供給電力から調達先
未定分を差し引いた値のエリア合計値を記載する。

「【エリア】小売電気事業者（供給力合計）」＝ Σ ｛（小売電気事業者の供給電力）－（小売電気事業者の調達先未定分）｝

 「【エリア】発電事業者（余力合計）」欄には当該供給エリアにおける発電事業者の余力のエリア合計値を記載する。

「【エリア】発電事業者（余力合計）」＝ Σ （発電事業者の余力）

 「エリア外供給力（再掲）」には、当該エリアの電気事業者（小売電気事業者、発電事業者、一般送配電事業者、登録特定送配電
事業者）のエリア外供給力を集計したもの（マイナスもあり）を記載する。

「エリア外供給力（再掲）」＝ Σ （当該エリアの電気事業者のエリア外供給力）

 「調整力確保量」欄には、一般送配電事業者が確保した調整力を記載し、３３－２表と整合させる。

 離島電源の余力は本土では活用できないため、離島の供給電源＝離島需要とし、離島の余力は本土には計上しない。ただし、沖
縄エリアは除く。



8小売電気事業者の３２－１表（３２－２～４表も同様）の記載イメージ

小売電気事業者は供給エリアの自者需要を基に、その需要に手当するための供給力を記載する。

Ｂエリア Ｃエリア

Ｌ１ Ｌ１

Ｇ１

９０

８０

Ｌ１社Ｂエリア供給計画

保有電源：３０

需要電力：２２０

調達先未定：１０ ※２

Ａエリア

Ｇ２

４０

調達分： １８０ ※１

Ｌ２

Ｇ

３０

Ｇ
２０

５０

（Ｌ１保有電源） （Ｌ１保有電源）

３０

Ｌ１自者需要：２２０

エリア外供給力：＋９０ ※３

Ｌ１社Ｃエリア供給計画

保有電源：２０

需要電力：５０

調達先未定：０ ※６

調達分： ４０

エリア外供給力：＋４０

Ｌ１自者需要：５０

予備力：１０ ※７
予備力：０ ※４

自者内の
エリア間取引※１＝８０＋５０＋９０－４０

※２＝ＭＡＸ（２２０－１８０－３０, ０）
※３＝８０＋５０－４０
※４＝ＭＡＸ（３０＋１８０－２２０, ０）

２０

※６＝ＭＡＸ（５０－２０－４０, ０ ）
※７＝ＭＡＸ（２０＋４０－５０, ０）

（注）計算式に使用しているＭＡＸ（α, β ）とはαとβの大きい値を、ＭＩＮ（α、β）とはαとβの小さい値をとる

本図では
・小売電気事業者は Ｌ＊
・発電事業者は Ｇ＊
・発電機は Ｇ
と記載する。次頁以降も同様



9発電事業者の３２－１表（３２－２～４表も同様）の記載イメージ

発電事業者は自者電源が系統連系している供給エリア毎に供給計画を記載する。自者内でエリア間取引を行った電
力は、保有電源欄に記載せず、供給元は需要電力欄に、供給先は調達分欄に記載する。

Ｂエリア Ｃエリア

Ｌ２ Ｌ３

Ｇ２

３０

Ｇ１社Ｂエリア供給計画

保有電源：１００

需要電力：１５０

Ａエリア

調達分：１００ ※１

Ｌ１

Ｇ

１５０

（Ｇ１保有電源）
１００

エリア外供給力：＋９０ ※３

Ｇ１

Ｇ

（Ｇ１保有電源）
８０

Ｇ３

２０ １０

Ｇ１
４０

余力 ：５０ ※２

Ｇ１社Ｃエリア供給計画

保有電源：８０

需要電力：７０ ※４

調達分： ０

エリア外供給力：－４０

余力：１０ ※３

３０

自者内の
エリア間取引

※１＝３０＋２０＋１０＋４０
※２＝１００＋１００－１５０
※３＝３０＋２０＋４０

※３＝８０－７０
※４＝３０＋４０



10発電事業者間での電気転売時の発電事業者供計（３２－１表）の記載方法

 発電事業者が連系線利用計画を出せるのは、長期の連系線利用計画で一定要件を満たしている場合を除き、供給先が確保され
ている電気のみである。よって、上記の例外を除き、発電事業者が連系線利用計画により他エリアから電気を調達する場合は、そ
の電気が小売電気事業者まで売却されているかどうかを確認の上、当該計画を策定しなければならないことに注意すること。

 特に、エリアを跨いで電気を調達した発電事業者が、更に他の発電事業者にその電気を売っている場合、その売った電気が小売
電気事業者まで売却されているかどうかを確認の上、計画を提出すること。

Ａエリア Ｂエリア Ｃエリア

Ｇ１

Ｌ２ Ｌ４

Ｇ２

１００

Ｇ

Ｇ

１００

６０

Ｇ２社連系線利用計画

Ａ→Ｂ：１００

８０

２００

Ｇ３

Ｇ

５０
９０

Ｌ３

４０

Ｇ２社が他エリアから１５０の電気を購入した場合
・Ｇ２はＬ２に８０の電気を販売しているため、残り７０が小売電気事業者に販売されていることを確認する必要がある。

・ここで、９０はＧ３へ販売しているため、そのうち７０がＧ３から小売電気事業者（Ｌ３、Ｌ４）まで売却されていることを
Ｇ３社に確認する必要がある。

Ｌ１

５０

Ｇ２社連系線利用計画

Ａ→Ｂ：５０



11３２－１表の「前年度」欄記載方法

供給電力（kW）の前年度実績は、需要の実績（記載断面月のＨ３需要）に対比させ、基本、月平均ベースで算出する。詳細は以下を基

本とするが、旧来から使用している方法等で以下と異なる記載も可能とする。ただし、その場合は以下と異なる点を明確にすること。ま
た、記載断面が４～１１月の場合は実績を使用し、１２～３月については前々年度の実績を記載すること。

事業者 記載断面 供給電力 需要電力（送電端）

前年度
（実績）

第1～第10年度
（計画）

前年度
（実績）

第1～第10年度
（計画）

・小売電気事
業者

・登録特定送
配電事業者

自者の最大
需要月・時

自者最大需要月の供
給力実績
（上記方法）

自者最大需要月時の
供給力計画

自者最大需要月の自
者Ｈ３需要実績

自者最大需要月の自
者Ｈ３需要想定

エリア指定
月・時

エリア指定月の供給力
実績
（上記方法）

エリア指定月時の供給
力計画

エリア指定月の自者Ｈ
３需要実績

エリア指定月の自者Ｈ
３需要想定

発電事業者 エリア指定
月・時

エリア指定月の供給力
実績（上記方法）

エリア指定月時の供給
力計画

エリア指定月時の販売
実績（月平均値）

エリア指定月時の販売
計画（契約済分）

一般送配電
事業者

エリア指定
月・時

エリア指定月の供給力
の実績（上記方法）

エリア指定月時の供給
力計画

エリア指定月のエリアＨ
３需要実績

エリア指定月のエリアＨ
３需要想定

●供給電力実績値の算出方法（供給力構成要素毎に以下のように算出し加算する）
・発電機の補修実績や計画外停止実績（計画外停止は補修停止と同じ扱い）を反映したものとする。
・水力発電（自流式）： 実績年の記載断面月での日平均出力の下位５日平均値（ただし、休日・特異日は除く）に対応した、計画に

準じて算出した供給能力（調整電力の加算等）とする。
・水力発電（貯水式・揚水式）： 月平均実績水位をもとに計画に準じて算出した供給能力とする。
・火力・原子力発電： 実績年記載断面月の月平均実績供給能力
・太陽光発電： 実績年記載断面月の最大３日平均電力発生日の記載断面時の太陽光出力を大きいものから並べたときの

３番目（最小）の値。ただし、簡易的に一般送配電事業者が提示する供給力比率から求めてもよい。
・風力発電： 実績年の記載断面月時の実績下位５日平均値
・調達分（販売分を控除したもの）： 実績年の記載断面月時の月平均値



12３２－１表「年度末電源構成」の記載方法について

Ａエリア Ｂエリア Ｃエリア

発電事業者Ｇ

Ｇ
２００

Ｇ
１２０

Ｇ
７０

小売電気事業者Ｌ

小売電気事業
者Ｌ保有電源

Ｇ
５
（４）

Ｇ一般送配電事業者Ｃ
４
（３）

Ｌ社（Ａエリア）：２７０ Ｌ社（Ｂエリア）：１０５

Ｇ社（Ａエリア）
２００

Ｇ社（Ｂエリア）
１２０

Ｇ社（Ｃエリア）
５８※

Ｃ社：１４※

※ただし、5億kwh未満
の事業者なら４

２００
（１９０）

６０
（５０）

（４０）

（１０）

一般送配電Ｃ
保有電源

Ｇ非電気事業者
保有電源

（１０）

４

５

６０
（５０）

発電機の数値及び取引量の数値は発電端ベースで記載しており、カッコ
内の数値は送電端ベースの値を記載している。発電端が不明な場合は
（ ）値のみで表記している。

 本表は、電源種毎に発電端の設備容量ベースで記載する。ただし、小売電気事業者の調達分については、太陽光発電及び風力発
電は契約最大電力ベースで記載、その他の電源種は基本的に発電端の設備容量ベースで記載するが、不明な場合は送電端ベース
の値を用いることができる。なお、電源種別が不明なものは「その他」欄に記載する。

 発電事業者は、自者が保有する発電設備について、発電設備が系統連系しているエリア毎に記載する。記載断面は、年度末（３月３
１日時点）の断面であり、８月等の断面ではないことに注意する。発電電力で自家消費がある場合は、発電端設備容量を系統送電分
と自家消費分に按分し、系統送電分に対応する設備容量を記載する。

 小売電気事業者は、当表の記載断面（８月等）において、エリアの小売供給に手当する契約電力（発電端等へ補正したもの）を電源
種類別に記載する。なお、調達先未定分は「その他」欄に記載する。

 一般送配電事業者は、当表の記載断面（８月等）において、小売供給に手当する契約電力（発電端等へ補正したもの）を電源種類別
に記載する。ただし、年間の小売供給量が5億ｋｗｈ未満の事業者は、自者が保有する発電設備の設備量を記載する。

１０ （自家消費分）

※58=70×（40＋10）
÷（40+10+10）



13３２－２表

●ライセンス共通事項

 ３２－２表の第１年度の記載と３２－４表の年度計の数値は整合を図ること。

 非化石電源比率は全国合計表のみ記載すればよい。非化石電源比率を算出する事業者（発電事業者以外で前年度の需要電力
量（送電端）が５億ｋＷｈ以上の電気事業者）は、供給計画届出様式とは別に、算定根拠資料を提出すること。

 小売電気事業者が揚水発電所の運用を行っている場合、揚水動力は、小売電気事業者供給計画の「揚水発電所の揚水用動力
量」欄にマイナスの値で記載し、それに伴い発電した揚水発電分を小売電気事業者供給計画の「調達分－発電事業者欄に記載
する。

 発電事業者が揚水発電所の運用を行っている場合は、揚水動力は、発電事業者供給計画の「揚水発電所の揚水用動力量」欄に
マイナスの値で記載し、それに伴い発電した揚水発電分を発電事業者供給計画の「保有電源－水力発電所」欄に記載する。

●小売電気事業者（登録特定送配電事業者を含む）

 小売電気事業者は、エリア毎に本表を作成する。エリアの自者の需要想定（「需要電力量（送電端）」欄に記載）を基に、エリア内
外に関係なく、その需要向けに手当した供給電力量を記載する。ただし、他者へ転売する目的で調達したものも含めて記載する。

 保有電源欄には、自者保有電源から供給する電力量を記載し、連系線利用計画を登録して他エリアから供給するものも含む。調
達分欄については、他者から調達する電力量を記載し、上記同様、連系線利用計画を登録して他エリアから調達するものも含む。
調達分については３２－８表の記載に、他エリアから供給・調達するものについては３８－３表の記載に整合させる。

 「調達先未定」を含めた「供給電力量」の合計値は、「需要電力量（送電端）」と一致した記載を基本とする。ただし、「需要電力量
（送電端）」 を超える「供給電力量」を既に確保している場合は、「供給電力量」＞ 「需要電力量（送電端）」の記載も可能とする。

 小売電気事業者は、太陽光発電者（電気事業者以外）から将来購入する見込みの太陽光発電供給力について、至近の購入状況
等から蓋然性が高いと思われる量について調達分として計上することができる。風力発電についても本取扱いを準用する。



14３２－２表

●発電事業者

 発電事業者は、自者保有電源が系統連系しているエリア毎に本表を作成する。ただし、自者保有電源がエリアにない場合でも、
当該エリアで電気の調達・販売計画を有する場合は当該エリアの表を作成し、その計画を記載する。

 保有電源欄には、自者保有電源において系統へ送電する予定の電力量（販売先が未確定のものも含む）を記載する。調達分欄
については、他者から調達した電力量を記載し、連系線利用計画が登録され他エリアから供給されるものも含む。調達分につい
ては、 ３２－８表の記載に、他エリアから供給・調達するものについては３８－３表の記載に整合させる。

 保有電源や調達した電力で販売が決まっているものを「需要電力量（送電端）」欄に記載する。連系線の容量が確保され、他エリ
アへ販売するものも含める。ただし、供給先が確保できていない長期の連系線利用計画については含めない。

 供給電力量の「合計（送電端）」値は、「需要電力量（送電端）」と等しいか大きくなければならない。

●一般送配電事業者

 一般送配電事業者は、管轄するエリアについて本表を作成する。一般送配電事業者が想定したエリア全体の需要想定（「需要電
力量（送電端）」欄に記載）や、エリア内の小売電気事業者の供給計画記載情報等を用いて記載する。

 保有電源欄には、一般送配電ライセンスで保有している電源から供給する電力量を記載し、連系線利用計画を登録して他エリア
から供給するものも含む。調達分欄については、他者から調達する電力量を記載し、上記同様、連系線利用計画を登録して他エ
リアから供給するものも含む。調達分については、 ３２－８表の記載に整合させる。

 基本的に、一般送配電事業者が供給する電力量は一般送配電事業者が供給すべき離島や最終保障サービス分の負荷となり、
一般送配電事業者が確保する調整力は電力量には計上しない。ここで、一般送配電事業者が供給する電力量は需要（離島や最
終保障サービス分の負荷）と一致する。

 「【エリア】小売電気事業者（供給電力量合計）」欄には当該供給エリアにおける小売電気事業者が確保している供給電力量から
調達先未定分を差し引いた値のエリア合計値を記載する。

「【エリア】小売事業者（供給電力量合計）」＝Σ ｛（小売電気事業者の供給電力量）－（小売電気事業者の調達先未定分）｝



15３２－２表の「前年度」欄記載方法

 供給電力量、需要電力量の前年度実績は下表のとおり記載する。この場合、前年１１月までは実績を使用し、１２～３月について
は現時点（当計画策定時点）の最新の計画を使用（加算）する。

事業者 供給電力量 需要電力量（送電端）

前年度
（実績）

第1～第10年度
（計画）

前年度
（実績）

第1～第10年度
（計画）

・小売電気事
業者

・登録特定送
配電事業者

年間の供給電力量実
績

年間の供給電力量計
画

年間の自者需要電力
量実績

年間の自者需要電力
量想定

発電事業者 年間の供給電力量実
績

年間の供給電力量計
画

年間の販売電力量実
績

年間の販売電力量計
画（契約済分）

一般送配電
事業者

年間の小売電気事業
者の供給電力量実績
（エリア積算）＋一般送
配電事業者が保有・調
達した電力量実績

年間のエリア内小売電
気事業者の供給電力
量計画の合計（調達済
分）＋一般送配電事業
者が保有・調達する電
力量計画

年間のエリア需要電力
量実績

年間のエリア需要電力
量想定



16３２－２表「発電端電力量」の記載方法について

Ａエリア Ｂエリア Ｃエリア

発電事業者Ｇ

Ｇ
２００

Ｇ
１２０

Ｇ
５２

小売電気事業者Ｌ

小売電気事業
者Ｌ保有電源

Ｇ

Ｇ一般送配電事業者Ｃ

Ｌ社（Ａエリア）
２７１億kWh

Ｌ社（Ｂエリア）
１０６億kWh

Ｇ社（Ａエリア）
２００億kWh

Ｇ社（Ｂエリア）
１２０億kWh

Ｇ社（Ｃエリア）
５２億kWh

一般送配電
事業者Ｃ
保有電源

Ｇ非電気事業者
保有電源

４

５

 本表には発電端ベースの電力量を記載する。他者購入等で発電端値が不明な場合は、ガイドラインに記載した換算式での算出を基
本とするが、発電端≒送電端と見做せる場合や自家発等の余剰購入の場合については送電端値を記載することができる。電源種別
が不明なものについては「その他」欄に記載する。

 発電事業者は、自者が保有する発電設備の年間発電端電力量（自家消費がある場合は自家消費分と系統送電分とに按分した系統
送電分に対応した量）を、発電設備が系統連系しているエリア毎に記載する。表上半分の送電端ベースの電力量ではないことに注意
する。

 小売電気事業者はエリアの自者需要向けに手当する年間発電端供給電力量を電源種類別に記載する。ただし、揚水動力用に供給し
た電力量がある場合は、別頁の記載に従うこと。なお、調達先未定分は発電端値に補正して「その他」欄に記載する。

 一般送配電事業者は自者の小売供給に手当した年間発電端供給電力量を電源種類別に記載する。ただし、年間の小売供給量が5

億ｋｗｈ未満の事業者は、自者が保有する発電設備の年間発電端電力量及び非電気事業者から購入した電力の発電端ベース値を記
載する。

５
（４）

３
（２）

２００
（１９０）

６０
（５０）

４１
（４０）

１１
（１０）

１１
（１０）

６０
（５０）

Ｃ社：１５億KWh※

※ただし、5億kwh未

満の事業者なら４億
kWh（＝３＋１）

Ｇ

１
（１）

発電機の数値及び取引量の数値は発電端
ベースで記載しており、カッコ内の数値は送電
端ベースの値を記載している。



17３２－２表の「非化石電源比率（％）」について

小売電気事業者、登録特定送配電事業者、一般送配電事業者は自らが小売供給する電気について、非化石電源比
率を記載する。よって、一般送配電事業者が記載する対象は主に離島等の供給分となる。ただし、記載が必要となる
のは、前年度に小売供給した需要電力量（送電端）が５億ｋＷｈ以上の電気事業者のみ。算出方法については、非化
石比率算定方法を参照すること。

Ｂエリア Ｃエリア

Ｌ１ Ｌ１

Ｇ１

９０

８０

Ｌ１社Ｂエリア非化石算出

自者化石：２０

他者（Ｇ１）調達非化石：５０

他者（Ｇ２）調達化石：９０

Ａエリア

Ｇ２

４０

自者非化石：１０

Ｌ２

Ｇ

１０

Ｇ
４０

５０

（Ｌ１保有電源）
新ｴﾈﾙｷﾞｰ等発電

（Ｌ１保有電源）
火力発電

２０１０

Ｌ１自社需要：２００

他者（Ｇ３）供給化石：－３０

他者（Ｇ３）供給非化石：－１０
化石・非化石が特定できる
（化石：０ 非化石：５０）

化石・非化石が
特定できない

化石・非化石が特定できる
（化石：９０ 非化石：０）

Ｇ３

６０

化石・非化石が特定できないため、
保有電源の非化石比率で供給量を

化石と非化石に按分※
（化石：３７、非化石：２３）

化石（小計）：８０

非化石（小計）：５０

非化石比率：３９％※

※Ｌ１供給化石＝６０×８０／（８０＋５０）＝３７
※Ｌ１供給非化石＝６０×５０／（８０＋５０）＝２３
※非化石電源比率＝２７／（４３＋２７）×１００＝３９％

化石・非化石が特定できる
（化石：３０ 非化石：１０）

Ｌ１供給の化石：－３７※

Ｌ１供給の非化石：－２３※

化石（合計）：４３

非化石（小計）：２７



18３２－２表 揚水発電及び揚水用動力の記載方法について

 小売電気事業者が揚水発電所の運用を行っている場合、揚水動力は、小売電気事業者供給計画の「揚水発電所の揚水用動力量」
欄にマイナスの値で記載し、それに伴い発電した揚水発電分を小売電気事業者供給計画の「調達分－発電事業者」欄に記載する。

 発電事業者が揚水発電所の運用を行っている場合は、揚水動力は、発電事業者供給計画の「揚水発電所の揚水用動力量」欄にマイ
ナスの値で記載し、それに伴い発電した揚水発電分を発電事業者供給計画の「保有電源－水力発電所」欄に記載する。

小売電気事業者 供給計画 ３２－２表

保有電源 水力発電所

調達分 発電事業者 １７０※
１００
７０

揚水発電所の
揚水用動力量 －１００

合 計 ７０

需要電力量 ７０

発電事業者から
揚水汲み上げ
のための電力量
１００を調達

揚水電力を小売供給

小売電気事業者が揚水発電所の運用を行う場合の記載例

発電事業者 供給計画 ３２－２表

保有電源 火力発電所
水力発電所

１７０※
１００
７０

調達分 発電事業者

揚水発電所の
揚水用動力量 －１００

合 計 ７０

需要電力量 ７０

自者火力
で揚水を
汲み上げ
る

揚水電力を小売電気事業者等へ販売

発電事業者が揚水発電所の運用を行う場合の記載例

○下例は、揚水用動力として１００の電気を使って、揚水発電７０を行う場合の記載例

※実際の表には170の数字のみを記載するが、当頁の説明で
はわかりやすいように１００と７０の数字を記載している



19３２－２表 揚水発電に係る「発電端電力量」の記載と非化石電源比率について

発電事業者

Ｇ

石炭２０６

Ｇ

小売電気
事業者Ｌ Ｌ社（Ａエリア）

発電端電力量：２９６万kWh

 小売電気事業者が発電端電力量を記載する場合、自者が調達した電源の中で揚水発電の動力用に供給した電力量がわかる場合は、
その電力量も加えて（販売分として減算せずに）記載する。なお、他者へ供給した揚水動力分以外の電力量は加えない（販売分として
減算する）。

 小売電気事業が揚水発電所から調達した電力量は、発電端電力量の「揚水」欄に記載する。また、その電力量のうち、揚水分の発電
量と自流分の発電量に分けられる場合は、自流分の発電量を非化石電源とし、揚水分の発電量は化石電源にも非化石電源にもカウ
ントしない。なお、揚水分と自流分が分けられない場合は、すべての発電量を化石電源にも非化石電源にもカウントしない。

石炭
２０６

石炭
１０３

Ｌ

揚水
動力

揚水分の発電量：７０
自流分の発電量：２０

揚水 ９０
（揚水分７０、
自流分２０）

発電端電力量欄 石炭：２０６ 揚水：９０
（発電事業者へ供給した揚水動力用の石炭１０３は
石炭２０６から減じない）

非化石電源比率＝（９０－７０）／（２０６＋９０－７０）×１００＝８．８％
※揚水分の発電量（７０）は非化石電源比率の計算には含めない

Ｇ

石炭
１０３

Ｇ

Ｌ社（Ａエリア）
発電端電力量：３４９万kWh

原子力
２０６

Ｌ

揚水
動力

揚水分と自流分
の仕訳不明

揚水９０
（揚水分と自流分の

仕訳不可）

発電端電力量欄 原子力：１５６ 石炭：１０３ 揚水：９０
（発電事業者へ供給した揚水動力以外の原子力５０は
原子力２０６から減じる）

非化石電源比率＝（１５６＋９０－９０）／（１５６＋１０３＋９０－９０）
×１００＝６０．２％

※揚水分の発電量（９０）は非化石電源比率の計算には含めない

Ｇ

原子力
２０６

石炭
１０３

Ｌ

揚水
動力
以外

原子力
５０

原子力
５０



20３２－３表

●ライセンス共通事項

 供給電力の保有電源は発電端値と送電端値を併記するが、その他の欄については送電端（受電端）値を記載する。

●小売電気事業者（登録特定送配電事業者を含む）

 ３２－１表で記載した内容と同様。ただし、３２－８表は３６表と読み替える。

●発電事業者

 ３２－１表で記載した内容と同様。ただし、３２－８表は３６表と読み替える。

●一般送配電事業者

 ３２－１表で記載した内容と同様。ただし、３２－８表は３６表と読み替える。



21３２－４表

●ライセンス共通項目

 供給電力量の保有電源は発電端値と送電端値を併記するが、その他の欄については送電端（受電端）値を記載する。

●小売電気事業者（登録特定送配電事業者を含む）

 ３２－２表で記載した内容と同様。ただし、３２－８表は３６表と読み替える。

●発電事業者

 ３２－２表で記載した内容と同様。ただし、３２－８表は３６表と読み替える。

●一般送配電事業者

 ３２－２表で記載した内容と同様。ただし、３２－８表は３６表と読み替える。



22発電事業者が登録した供給先未定電力の連系線利用計画について

発電事業者が長期の連系線利用計画を持つ場合の供給計画上での記載方法を示す。連系線利用計画によるエリア
の移動は、供給先が確保されたタイミングで考えるものとし、それまでは供給計画上での電力はエリアを移動させない。
よって、３２－１表、３２－２表、３２－８表は元電源エリアのみ（下図ではＡエリアのみ）に記載することとする。

Ａエリア Ｂエリア Ｃエリア

Ｇ１

２００

Ｇ
Ｇ１社連系線利用計画（長期計画）

Ａ→Ｃ：２００
２００

Ｇ１社Ａエリア供計(32-1表)

保有電源：２００

需要電力：０

余力：２００

Ｇ１社Ａエリア供計(32-8表)

送電先事業者：未定

送電先エリア：Ｃエリア

送電量：２００

Ｇ１社連系線明細(38-3表)

Ａ－Ｂ間：Ａ→Ｃ分の２００

Ｇ１社連系線明細(38-3表)

Ｂ－Ｃ間：Ａ→Ｃ分の２００

（Ｇ１保有電源）

区分：送電（販売）その他



23発電事業者は「余力」がマイナスとならないように記載する

発電事業者は、供給電力が販売電力と等しくなるか上回るように供給計画を記載する。つまり、「余力」がマイナスとな
らないように記載する。特に、水力、太陽光、風力発電は供給力を下位５日平均値（Ｌ５）で算出する必要があるため、
その供給力の範囲内で販売する計画を記載すること。

Ｂエリア Ｃエリア

Ｌ１ Ｌ２

Ｇ１

Ｇ

１００

１００８０
Ｇ１社Ｂエリア供給計画

保有電源：１００

需要電力：１８０

余力： －４０

Ａエリア

Ｇ２

４０

調達分： ４０

保有電源＋調達分≧需要電力とな
るように記載し、本図のように余力
がマイナスとならないようにする

（Ｇ１保有電源）



24非電気事業者と電気の取引をした場合の注意点（３２－１～４表）

非電気事業者と取引した場合の３２－１表の記載例である。小売電気事業者の調達・販売分は、調達分欄の「その
他」－「その他」欄に調達分をプラスで、販売分をマイナスして記載する。発電事業者の調達分は調達分欄の「その
他」－「その他」欄に記載し、発電事業者の販売分は「需要電力（量）」欄に記載する。

Ａエリア Ｂエリア Ｃエリア

非電気
事業者γ

Ｇ２

Ｇ

１００

７０

Ｇ２社Ｂエリア供給計画

保有電源：１００

需要電力：１２０

非電気
事業者β

４０

Ｌ１

Ｇ１社Ａエリア供給計画

需要電力：４０

８０

非電気
事業者α

Ｇ１

Ｌ１社Ａエリア供給計画

調達分：８０

５０

（Ｇ２保有電源）

Ｇ

５０

（Ｇ１保有電源）

保有電源：５０

３０ 調達分：３０

余力：１０

余力：１０
γがかかえている５０の電気
が供給計画上では現れない

非電気事業者βが保有電源を持つ場合
に、βが電気事業者から調達した７０と

自ら発電した２０のうち、どういう分配で
Ｌ１へ販売したかはわからない

αがかかえている１０

の電気が供給計画
上では現れない

Ｇ

２０

（β保有電源）



25３２－５表（３２－７表）
●記載対象発電所

 発電規模等による記載対象は記載要領の通りとする。記載の有無は各社判断とするが、発電所建設・増設・廃止等についてアセ
スを開始したもの、対外的に公表したもの等で事業者が実施する意思を持っているものを記載する。

 ３２－５表には今後、第１０年度までの間に使用を開始又は能力変更する発電所を記載する。

 ３２－７表には第１１年度以降に使用を開始又は能力変更するもので、第１０年度以内に着工し、出力が３５万ｋＷ以上のもの（能
力を変更する場合は変更する出力が３５万ｋＷ以上のもの）を記載する。

●記載方法

 １行の記載単位は、発電所単位、系列単位、ユニット単位、発電機単位といろいろあるが、使用開始年月や廃止年月が一緒となる
可能性が高いくくりとし、次頁の表を基本とする。

 複数の発電機をまとめて１行に記載する場合は、「最大出力（ｋＷ）」欄に発電機出力の内訳をかっこ書きで追記する

（例） 100,000（10,000×8＋20,000×1）

 着工年月の異なるものを１行に記載する場合は、「着工年月」欄には、最も早い着工年月を記載する。

 発電設備の能力を変更する計画は、変更前後のどちらかの能力が記載要領に記載された発電規模等の要件に合致する場合に
記載する。

 発電設備の出力変更計画の場合は、「最大出力（ｋＷ）」欄に変更前後の発電出力を記載する。

（例）単機容量２５万ｋＷのものを１万ｋＷ増出力する場合； 250,000→260,000

（例）単機3千ｋＷのもの４台を2.5千ｋＷへ減出力する場合；12,000（3,000×4）→ 10,000（2,500×4）

 発電設備のリプレース時（旧設備の廃止と新設を決めている場合）は、「工事中」又は「着工準備中」区分に新設備の開発計画を、
「その他」区分に旧設備の廃止計画を記載する。

 燃料の種類を変更する場合は、「種類」欄に変更前後の燃料種を記載する。

（例）「種類」欄： 原油・重油→ＬＮＧ



26３２－５表（３２－７表）
 事業者が１０万ｋＷ以上の発電設備の廃止（１０万ｋＷ以上の出力減の場合も含み、リプレースの場合の廃止も含む）を決定した

場合は、「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針」における「リプレースに関す
る新ルール」のリプレースに該当するかどうかの判断を行う必要があるため、事業者は速やかに変更供給計画届出を行うこと。

 年間可能発電電力量とは年間で利用可能な自然エネルギー量（予測値）に伴う発電量（補修や計画外停止等に伴う減少電力量を
考慮しないもの）とする。

 「年間可能発電電力量」欄に（）で記載する「小売電気事業の用に供するための年間想定発電電力量（106kWh）」とは、水力・新エ

ネについては、（）外に記載する年間可能発電電力量のうち、小売電気事業の用に供する年間送電電力量（送電端）を記載する。
火力・原子力についても原則、運用開始後１年間の小売電気事業の用に供する年間送電電力量（送電端）を記載するが、年間送
電電力量の算定が困難な場合は、アセスに記載した利用率を用いて記載する。増出力計画の場合は、増出力後１年間の年間送
電電力量（増出力分も含めた全体の送電電力量）を記載する。

発電機の種類 １行の記載単位

原子力 原子炉毎

コンベンショナル火力 ユニット毎（一体で運転される単位）

ガスタービンコンバイ
ンド火力

多軸型（２ＧＴ on １ＳＴ構成等）：多軸構成毎
１軸型：軸毎

水力 発電機毎

太陽光 パネル集合体毎（発電所単位を基本とするが、発電所内に１号パネル、２号パネルと区分されている場合は分けて記載する）

風力 基本は風車毎に記載する。ただし、同一構内の使用開始年月（廃止年月）が同じ風車はまとめて記載する。
• 同一構内に使用開始年月が同じ複数の風車を新設する場合の記載例

○○風力発電所１～４号機、6,000（1,500×4）

地熱 発電機毎

内燃力

（離島以外に設置する
もの）

基本は発電機毎に記載する。ただし、同一構内の使用開始年月（廃止年月）が同じ発電機はまとめて記載する。
・同一構内に複数の発電機を同一時期に増設する場合の記載例

○○製造所５、６号機、8,000（4,000×2）

内燃力（離島に設置す
るもの）

同一年度に使用開始するもの（複数の離島にまたがるものも含む）を一括して記載する。この場合、「名称及び設備番号」欄に
「離島発電設備」と記載し、「所在地」欄に地点数（××地点）を、「種類」欄は「内燃力」を（ただし、燃料の種類が決まっている場
合は種類を記載）、「最大出力（ｋＷ）」欄に最大出力の合計値（合計××ｋＷ）を、「使用開始年月」欄に使用開始年度（××年度
使用開始）を記載する。



27３２－６－１表
 同一区間は、複数回線がある場合でもそれらをまとめて１行に記載する。その場合、回線毎に記載内容（使用開始年月等）が違う

場合は、それがわかるように記載する。

（例）送電線を２回線新設し、１号線は電線種及び太さが“ＡＣＳＲ ４１０×４”で使用開始年月が“28-8”、２号線は“ＴＡＣＳＲ ８１
０×３”で使用開始年月が“29-8”の場合

・「電線の種類及び太さ」欄： ＡＣＳＲ ４１０×４（１号線 ）、ＴＡＣＳＲ ８１０×３（２号線 ）

・「使用開始年月」欄： ２８－８（１号線 ）、２９－８（２号線）

 主要送電線路の能力を変更する場合（区間は変わらない場合で、電圧、こう長、回線数、電線の種類および太さが変わる場合）
は、「工事中」「着工準備中」区分に変更前後の内容がわかるように記載する。

（例）送電線の回線数を１回線から２回線に増やし、亘長も合わせて３０ｋｍから３１ｋｍへ延長する場合

「回線数」欄： １→２,  「こう長（ｋｍ）」欄： ３０→３１

 送電線設備のリプレース（電線の張り替え等）で、送電線路の能力を変更しないものは記載しない 。

 同一区間に複数の種類の電線を使用する場合（架空線と地中線が混在する場合等）は、「電線の種類及び太さ（mm2）」欄に線種
毎のこう長を記載する。

 π引込工事の場合、「こう長」欄には、π引込により送電線を延長（増加）する距離を記載する。

 直流送電線路の場合の「電圧（kV）」の記載は、頭にＤＣをつけて“ＤＣ±２００”といった記載とする

 「設置又は変更を必要とする理由」欄の記載は、原則、以下の区分で記載する。ただし、以下の区分で記載しにくい場合は、別途、
簡潔に記載する。

記載内容 「記載内容」の説明

需要対策 電力需要の増加（減少）に伴い実施するもの。

電源対応 電源設置（廃止）に伴い実施するもの。

高経年化対策 設備の高経年化（劣化状況を評価して適切な時期に更新する場合を含む）に伴い実施するもの。

安定供給対策 供給信頼度向上や安定供給を確保するために実施するもの。

系統対策 送電ロス低減や設備スリム化等の経済性を理由とするもの。系統安定性を高めるために実施するもの等。



28３２－６－２表

 変電所（変換所）における同一階級の変圧器毎に記載する。変電所を廃止する場合、変圧器を廃止する場合は「その他」区分に
記載する。

 変電所の能力を変更する場合は、増設又は廃止する変圧器について変更前後の内容がわかるように記載する。

（例）同一階級の変圧器１５０ＭＶＡ １台を廃止し、変圧器２００ＭＶＡ １台を新設する場合。

・増加出力（ＭＶＡ）：５０

・容量（ＭＶＡ）： １５０→２００

・台数：１→１

 変電所の能力が減少する場合は、「増加出力」欄にマイナス値を記載する。

 交直変換設備を記載する場合は単位がＭＷとなるため、「増加出力」欄に増減量を「○○ＭＷ」と単位を付して記載し、変圧器欄
は空欄とする。

 変圧器の「電圧」欄の記載は、１次／２次／３次電圧がわかるように、例えば“５００／２７５／１８７”等と記載する。ただし、３次電
圧の負荷が変電所の所内負荷のみである場合（変電所外の下位系統の負荷へ接続されていない場合）は３次電圧の記載を要し
ない。

 変電所を新設又は廃止する場合は、上記に加え、「設置または変更を必要とする理由」欄にその旨（変電所新設、変電所廃止）を
記載する。

 「設置又は変更を必要とする理由」欄の記載は、原則、３２－６－１表と同様の仕訳で記載する。



29３２－８表（３６表）
●ライセンス共通事項

 本表の「最大受給電力」を記載する断面は、３２－１表（３６表であれば３２－３表）と同様の月時とする。よって、記載断面が複数あ
る場合は複数の表の作成が必要となる。

 受電表と送電表があるが、受電表には自者が調達する電気（自者が自ら消費するものは除く）を、送電表には自者が販売する電
気を記載する。よって、小売電気事業者が送電表に記載する場合、主に調達した電気から他の事業者へ転売する電気を記載し、
発電事業者が受電表に記載する場合は、他者から調達したものを別の事業者へ転売する電気を記載する。

 受電表には、自者が受電するエリアの表に、受電先の事業者名及びその事業者区分、受電元のエリアを記載する。送電表には、
自者が送電する元となるエリアの表に、送電先の事業者名及びその事業者区分、送電先のエリアを記載する。

 受電（調達）分から送電（販売）分を差し引いた正味の調達分については３２－１表及び３２－２表（３６表であれば３２－３表及び３
２－４表）に整合させること。また、３２－８表においては、他エリアとの受電（調達）・送電（販売）分は３８－３表の記載に整合させ
ること。

 受電（調達）分と送電（販売）分は、共にプラスの数字で記載する。

 小売電気事業者が自者の小売供給エリア外で取引を行う場合や、発電事業者が保有発電設備を持っていないエリアで取引を行
う場合等は、当該取引を行うエリアの表に取引内容を記載し、連系線利用計画等と整合の取れた記載を行うこと。

 表の区分欄が同一で、同一エリアとの取引で、更に、最大受給電力が１０万ｋW以下の取引については、取引量（最大受給電力、

年間需給電力量）をまとめて（合算して）１行で記載することができる。この場合、事業者欄は、複数の事業者を併記するか、数が
多い場合は「１０万ｋW以下事業者」と記載することができる。なお、１０万ｋＷ以下の取引において、電気事業者が受電する（供給

力に計上する）太陽光発電（余剰買取）分、太陽光発電（全量買取）分、風力発電分は、他の電源種別とは別に、それぞれをまと
めて1行に記載し、事業者欄に「太陽光（余剰買取）」、「太陽光（全量買取）」、「風力」と記載する。また、既契約分の受電で１事業

者から太陽光・風力以外の電源種別と一括で太陽光及び風力を調達する場合は当該取引に風力・太陽光を含んだ一括記載とす
ることができ、備考欄（３２－８表のみ）に「太陽光を含む」などを記載し、当該取引に太陽光・風力を含むことを明記すること。



30３２－８表（３６表）
●ライセンス共通事項

 計画値同時同量制度において、１つの接続供給契約を構成するグループと１つの発電量調整供給契約を構成するグループ間（同
種のグループ間も含む）及びそのグループに含まれる事業者（以下、内部事業者）間の取引を記載する方法として、主に以下の２
通りがある。①はグループ間取引の量を発電契約者や代表契約者が主に決定する場合、②はグループ間取引の量を内部事業者
が決定する場合である。ただ、グループ間の取引として規定される連系線利用計画や販売・調達計画との整合性を考えた場合、
①の方法を基本とする。

①グループ間の取引を発電契約者や代表契約者がまとめて記載し、グループ内の取引を別に記載する方法

②グループ間の取引を、双方のグループに含まれる内部事業者間の取引として記載する方法

 記載については、取引量の記載の重複がないようにグループ内で調整を行っておくこと。



31３２－８表（３６表）
●小売電気事業者（登録特定送配電事業者を含む）

 小売電気事業者は、エリア毎に本表を作成する。事業者の取引で当該エリアが絡む取引はすべて記載し、エリア内の取引に加え、
連系線利用計画を伴う他エリアとの取引もすべて記載する。同一事業者間の取引でもエリアを跨ぐ取引は記載する。

 小売電気事業者が特定契約により他者から供給を受けるＦＩＴ電源は、他者から購入する他の電源と同様、自者保有電源とはみな
さず他者受電とみなし、本表に記載する。

●発電事業者

 発電事業者は、自者保有電源が系統連系しているエリア毎に本表を作成する。ただし、自者保有電源がエリアにない場合でも、
当該エリアで電気の調達・販売計画を有する場合は当該エリアの表を作成し、その計画を記載する。

 東京エリアでＡ発電事業者から電気を調達する場合は、３２－８表受電表の東京エリア表の発電事業者区分に「Ａ発電事業者」と
記載し、受電する電気を記載する。東京エリアでＢ小売電気事業者へ電気を販売する場合は、３２－８表送電表の東京エリア表の
小売電気事業者区分に「Ｂ小売電気事業者」と記載し、送電する電気を記載する。

 事業者の取引で当該エリアが絡む取引はすべて記載し、エリア内の取引に加え、連系線利用計画を伴う他エリアとの取引もすべ
て記載する。同一事業者間の取引でもエリアを跨ぐ取引は記載する。

 供給先が確保できていない長期の連系線利用計画が登録されているものについては、連系線利用計画毎に記載する。送電（販
売）の「その他」区分に供給予定電力及び電力量と供給予定エリアを記載し、事業者欄は「未定」と記載する。

●一般送配電事業者

 一般送配電事業者は、管轄するエリアについて本表を作成する。一般送配電事業者の取引で当該エリアが絡む取引はすべて記
載し、エリア内の取引に加え、連系線利用計画を伴う他エリアとの取引もすべて記載する。



32グループ間の取引の記載例①（32-8表記載例）

発電契約者と代表契約者間の取引を記載するとともに、接続供給契約を構成するグループ内や発電量調整供給契
約を構成するグループ内の内部事業者間取引を記載する。

Ａエリア

１００
Ｌ１

非電気α

Ｇ１

Ｇ２

Ｌ２

代表
契約者

発電ＢＧ１
需要ＢＧ１

Ｌ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ１社

調達エリア：Ａ

非電気β

Ｇ３

発電ＢＧ２

発電量調整供給契約
（発電契約者：Ｇ１）

接続供給契約
（代表契約者：Ｌ１）

取引量：１００

Ｌ２社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｌ１社

調達エリア：Ａ

取引量：５０

Ｌ１社（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｌ２社

販売エリア：Ａ

取引量：５０５０

Ｇ１（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｌ１社

販売エリア：Ａ

取引量：１００

Ｇ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：非電気α

調達エリア：Ａ

取引量：１０ １０ ２０

４０

１０

２０

Ｇ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ２

調達エリア：Ａ

取引量：２０

Ｇ３社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：非電気β

調達エリア：Ａ

取引量：１０

Ｇ２社（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｇ１社

販売エリア：Ａ

取引量：２０

３０

Ｇ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ３

調達エリア：Ａ

取引量：３０

Ｇ３社（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｇ１

調達エリア：Ａ

取引量：３０

契約者



33グループ間の取引の記載例②（32-8表記載例）

接続供給契約を構成するグループと発電量調整供給契約を構成するグループの内部事業者間の相互取引を記載す
る。

Ａエリア

Ｌ１

非電気α

Ｇ１

Ｇ２

Ｌ２

代表
契約者

発電ＢＧ１
需要ＢＧ１

Ｌ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ１社

調達エリア：Ａ

非電気β

Ｇ３

発電ＢＧ２

発電量調整供給契約
（発電契約者：Ｇ１）

接続供給契約
（代表契約者：Ｌ１）

取引量：４０

Ｌ２社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ２社

調達エリア：Ａ

取引量：２０

５０

Ｇ１社（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｌ１社

販売エリア：Ａ

取引量：４０

１０

２０

４０

１０

２０

５０

Ｇ２社（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｌ２社

販売エリア：Ａ

取引量：２０

Ｇ３社（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｌ２社

販売エリア：Ａ

取引量：２０

Ｌ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：非電気α

調達エリア：Ａ

取引量：１０

Ｌ２社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ３社

調達エリア：Ａ

取引量：２０

Ｌ２社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：非電気β

調達エリア：Ａ

取引量：１０

契約者



34グループ間の取引の記載例①と②の併用（32-8表記載例）

発電量調整供給契約側は発電契約者を、接続供給契約側は代表契約者に加え、契約者もグループ間取引の相手先
と考え記載するもの。（需要・調達計画の記載に近い）

Ａエリア

５０ Ｌ１

非電気α

Ｇ１

Ｇ２

Ｌ２

代表
契約者

発電ＢＧ１
需要ＢＧ１

Ｌ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ１社

調達エリア：Ａ

非電気β

Ｇ３

発電ＢＧ２

発電量調整供給契約
（発電契約者：Ｇ１）

接続供給契約
（代表契約者：Ｌ１）

取引量：５０

Ｌ２社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ１社

調達エリア：Ａ

取引量：５０

Ｇ１（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｌ１社

販売エリア：Ａ

取引量：１００

Ｇ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：非電気α

調達エリア：Ａ

取引量：１０ １０ ２０

４０

１０

２０

Ｇ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ２

調達エリア：Ａ

取引量：２０

Ｇ３社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：非電気β

調達エリア：Ａ

取引量：１０

Ｇ２社（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｇ１社

販売エリア：Ａ

取引量：２０

３０

Ｇ１社（Ａエリア）受電（調達）

事業者：Ｇ３

調達エリア：Ａ

取引量：３０

Ｇ３社（Ａエリア）送電（販売）

事業者：Ｇ１

調達エリア：Ａ

取引量：３０

契約者
５０



35非電気事業者と電気の取引をした場合の注意点（３２－８表）

Ａエリア Ｂエリア Ｃエリア

非電気
事業者γ

Ｇ２

Ｇ

１００

７０

Ｇ２社Ｂエリア供計(32-8表)

非電気
事業者β

４０

Ｌ１
４０

非電気
事業者α

Ｇ１

５０

（Ｇ２保有電源）

Ｇ

５０

（Ｇ１保有電源）

３０

Ｇ１社Ａエリア供計(32-8表)

送電先事業者：α社

送電エリア：Ａエリア

送電量：４０

区分：送電（販売）その他

受電元事業者：α社

受電エリア：Ａエリア

受電量：３０

区分：受電（調達）その他
Ｇ２社Ｂエリア供計(32-8表)

送電先事業者：β社

送電エリア：Ｂエリア

送電量：７０

区分：送電（販売）その他

Ｇ２社Ｂエリア供計(32-8表)

送電先事業者：γ社

送電エリア：Ｂエリア

送電量：５０

区分：送電（販売）その他

Ｌ１社Ａエリア供計(32-8表)

受電元事業者：β社

受電エリア：Ｂエリア

受電量：４０

区分：受電（調達）その他

非電気事業者と取引した場合の３２－８表の記載例である。非電気事業者との取引は「その他」区分欄に記載する。
また、小売電気事業者が発電者（発電事業者以外）から購入する新エネルギー発電分については、新エネルギー以
外の購入分とは分けて記載する。

Ｇ２０

（再エネ発電者）

Ｌ１社Ａエリア供計(32-8表)

受電元事業者：
太陽光（全量買取）

受電エリア：Ａエリア

受電量：２０

区分：受電（調達）その他



36エリアを跨ぐ電気の取引の記載例（３２－８表）

Ａエリア Ｂエリア

４０
Ｌ１Ｇ１

Ｇ１社Ａエリア供計(32-8表)

送電先事業者：Ｌ１

送電エリア：Ｂエリア

送電量：４０

区分：送電（販売）小売

Ｌ１社Ｂエリア供計(32-8表)

受電元事業者：Ｇ１

受電元エリア：Ａエリア

受電量：４０

区分：受電（調達）発電

エリアを跨ぐ取引の場合、以下のような記載パターンがある。基本は送電・受電の事業者間で記載を合わせてパター
ン１、又は、パターン２の記載とするが、エリアを跨ぐ取引が連系線利用明細と１対１に対応する等で対応内容がわか
る場合は、パターン３の記載としてもよい。ただし、エリア外供給力の記載で注意が必要となる。

４０
Ｌ１Ｇ１

Ｇ１社Ａエリア供計(32-8表)

送電先事業者：Ｌ１

送電エリア：Ａエリア

送電量：４０

区分：送電（販売）小売

Ｌ１社Ａエリア供計(32-8表)

受電元事業者：Ｇ１

受電元エリア：Ａエリア

受電量：４０

区分：受電（調達）発電

Ｌ１

Ｌ１社Ｂエリア供計(32-8表)

受電元事業者：Ｌ１

受電元エリア：Ａエリア

受電量：４０

区分：受電（調達）小売４０

記載パターン１

記載パターン２

４０
Ｌ１Ｇ１

Ｇ１社Ａエリア供計(32-8表)

送電先事業者：Ｌ１

送電エリア：Ａエリア

送電量：４０

区分：送電（販売）小売

Ｌ１社Ｂエリア供計(32-8表)

受電元事業者：Ｇ１

受電元エリア：Ａエリア

受電量：４０

区分：受電（調達）発電

Ｌ１

記載パターン３

Ｇ１はＡエリアでＬ１へ電気を引き渡し、Ｌ１は連系線を利用してその電気をＢエリアへ移動する取引。本取引において、Ｌ１のＡエリアでの受電・
送電取引を省略して記載するもの。ただし、ＡエリアのＧ１は３２－１表のエリア外供給力として－40を計上しなければならないため、Ｌ１社はＧ１
社へエリア外へ供給している旨（－40の記載がひつようなこと）の連絡が必要。

Ｌ１社Ａエリア供計(32-8表)

送電先事業者：Ｌ１

送電エリア：Ｂエリア

受電量：４０

区分：送電（販売）小売



37３３表

●一般送配電事業者

 特になし



38３３－２表

●一般送配電事業者

 一般送配電事業者の中央給電指令所からオンラインで制御できるすべての電源を原則、号機毎（基本、３２－５表の区分と同じ）
に記載する。

 記載する調整力はゲートクローズ（実需給１時間前）以降のタイミングで柔軟に出力変更ができるものとし、原則、記載号機の最大
運転出力－最低運転出力とする。よって、即時立上げ可能な発電機は最低運転出力を０として記載することもできる。

 契約済分と未契約分に〔 〕をつけて仕分して記載する。たとえば、Ａ発電機１号機の調整力が５万ｋWで、契約済が３万ｋW、未
契約分が２万ｋWの場合は以下の記載となる。

 Ａ発電所１号機： ３０ 〔 ２０ 〕



39３４表

●共通

 エリアに接続している発電機毎にエリアを分けて記載すること。

 記載対象は発電所の発電容量が１０万ｋＷ以上（認可出力）の発電設備とする。ただし、発電出力のうち自家消費量が多く、系統
へ送電する量が10万ｋＷを下回る場合は記載しないことができる。

●３４－１表、３４－１－２表・・・水力発電所

 「発電能力（１０３ｋＷ） 」は、各月の記載断面（時刻）において安定的に発電できる量を記載し、潜在出力（揚水式発電所、貯水池
式発電所等の場合）がある場合はその値を控除すること。

 「停止電力（１０３ｋＷ）」欄には、定期補修等による月平均の減少出力（ガイドラインの「用語解説」ページを参照）をマイナス値で記
載する。

 「供給電力（１０3ｋＷ） （発電端）」は「発電能力（１０3ｋＷ） 」から「停止電力（１０3ｋＷ） 」分を控除する。

 「可能発電電力量（１０6ｋＷｈ） 」欄には、溢水等がないとした場合の発電電力量を記載する。

 「停止電力量（１０6ｋＷｈ） 」欄には、溢水等により発電できない電力量を記載する。

 「供給電力量（１０6ｋＷｈ） （発電端）」＝「可能発電電力量（１０6ｋＷｈ） 」－ 「停止電力量（１０6ｋＷｈ） 」となるように記載する。

●３４－２表（火力発電所）、３４－３表（原子力発電所）

 「補修期間における月別減少出力（１０３ｋＷ）」欄には、定期補修等による月平均の減少出力（ガイドラインの「用語解説」ページを
参照）をマイナス値で記載する。



40３５－１表

 火力発電に使用する燃料で、間違いやすいものを以下に記載する。

 天然ガス液・・・・天然ガス田や油田から産出するガスから分離・回収して取り出すことのできる天然ガス系の液体成分で、
主にＣ３～Ｃ８からなる炭化水素の混合物

 液化石油ガス・・・輸入又は石油精製により得られるＣ３、Ｃ４を主成分とする炭化水素ガス

 液化天然ガス・・・海外から輸入した液化天然ガス（ＬＮＧ）をガス化したもの

 都市ガス・・・液化天然ガス、液化石油ガス等を混合し、市中に供給するために成分を整えたガス

 天然ガス・・・ガス田から産出した天然ガスで、一度も液化していないガス

 その他ガス・・・上記以外のガス状の燃料（副生ガス等）

 上記の「液化天然ガス」「都市ガス」「天然ガス」は、３２－１表、３２－２表の「ＬＮＧ」に対応させる。

 石油コークスは基本的に歴青質混合物に分類するが、事業者判断で石油に分類することもできる。



41３５－２表

 ひとつの発電所内に複数の燃料を使う発電機がある場合、それぞれを列を分けて記載する。

（例）Ａ発電所に以下の火力発電がある場合

 石炭火力×２台・・・・燃焼方式「石炭火力」欄の１列に２台分まとめて記載する

 重油火力×３台・・・・燃焼方式「石油火力（重原油および重油火力）」欄の１列に３台分まとめて記載する

 液化天然ガス火力×４台・・・・燃焼方式「ＬＮＧ火力」欄の１列に４台分まとめて記載する

 石炭と重油の混焼火力×５台・・・・支配的な燃料側の燃焼方式欄の１列に５台分まとめて記載する。

 内燃力（エンジン）発電機がある場合は「内燃力等」の列に全発電所分の内燃力発電機をまとめて記載する。

 構内で自家消費のある火力発電所については、発電した電気を系統送電分と自家消費分に按分し、系統送電分に対応する燃料
及び供給電力量（発電端）を当該表に記載する。利用率については、系統への最大送電電力（契約値）に対する系統送電分を利
用率として記載する。構内に複数の発電機がある場合は、系統送電分及び自家消費分を各発電機の発電容量で按分して上記の
記載を行う。



42３５－３表

 各燃料を輸入する国毎に、輸入計画量（契約済分）を記載する。

 「その他」欄には、輸入国がわからないもの（ポートフォリオ契約等により、どの国から輸入するかがわからないもの）を記載する。

 契約が未締結の数量については、「未定」欄に記載する



43３７表

 記載年度は前年度と前々年度とする。
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 会社間連系線の概要の「送電容量（ＭＷ）」欄には、送電線の回線数分の熱容量合計値を記載する。

 系統図は以下のルールで記載する。以下のルールに規定のないものを記載する場合は別途、広域機関へ相談すること。

 送電線は、電圧に応じて太さを変えて表示する。また、自者送電線は実線で、他者送電線は点線で記載する。なお、下表
の太さは記載用紙がＡ３の場合を想定しており、用紙の大きさがＡ３と異なる場合は用紙の大きさに応じた太さへ変更する
こと。

 送電線の回線数は考慮せず、１本の線で示す。

 各設備は、以下の記号を使用する。

電圧の種類 自者設備 他者設備

500kVおよび直流送電線 ６ＰＴ

275ｋＶ ４ＰＴ

220ｋＶ、187ｋＶ、132ｋＶ ２ＰＴ

３８表（電力系統の状況）

設備の種類 自者設備 他者設備

水力発電所

火力発電所

原子力発電所

変電所

開閉所

交直変換所

ＦＣ
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 初年度、第五年度及び第十年度の各年度末における電力系統の状況を記載する方法として、１枚の系統図に使用開始時
期に応じて、以下の色分けをして記載することを基本とする。

３８表（電力系統の状況）

使用開始時期 自者／他者設備

前年度末までの系統 黒色

第１年度末までに運転開始 赤色

第５年度末までに運転開始 緑色

第１０年度末までに運転開始 青色

使用開始が未定のもの

（第１１年度以降に運転開始を
予定しているものも含む）

ピンク色



46３８表（電力潮流の状況）

 初年度と第五年度の最大需要電力発生時における電力潮流の状況を記載する。

 本表は、記載要領の別紙「供給電力等の記載断面について」の２．①年度計画の指定月、時に指定する記載断面毎に作成する。

 当図に使用するシンボルは、３８表（電力系統の状況）に記載したシンボルとする。ただし、使用開始時期による色分けは不要とす
る。

 送電線の潮流等を記載する単位はＭＷとする。

 変電所から本図には記載しない下位の電圧階級へ流れる電力は、原則、変電所記号の○内部に数値を記載する。ただし、○内
部に数値を記載すると小さくて見え難い場合は、矢印による○の外への数値記載も可能とする。

 送電線に流れる潮流は、送電線の横にＭＷ単位で記載する。送電線がＴ分岐等で別れる場合は、分配された後のそれぞれの送
電線の潮流値も記載する。このとき、流れる向きがわかるように記載をする。

 発電所から系統へ流入する電力は、原則、発電所の記号の近傍に記載する。

 複数の送電線が、合流していないにも関わらず、紙面上で交差する部分は、合流していないことがわかるように記載する。

記載パターン 記載例

変電所から下位電圧系統へ流れる電力の記載

送電線の潮流記載

発電所から流入する出力の記載

実合流はしないが、紙面上で交差する送電線の記載

200 広域変電所

２００ １００

１００

２００
広域発電所



47３８－２表

 本表は、記載要領の別紙「供給電力等の記載断面について」の２．①年度計画の指定月、時に指定する記載断面毎に作成する。
ただし、各年度の複数断面において、記載する内容が同じ場合はその年度の記載は１断面とすることができる。

 「送電容量」欄には、送電線の回線数分の熱容量合計値を記載する。



48３８－３表

●ライセンス共通事項

 本表は、連系線利用計画の供給先エリア（販売エリア）のエリア指定月時断面（最大２断面）にて記載する。供給先エリアのエリア
指定月時断面が２つある場合（北海道、東北エリア向けの計画がある場合）は、原則、２つの表に分けて記載するが、２断面の連
系線利用計画値が同じ場合は、１つの表の記載で足りるものとする。

 連系線利用計画は、送電側事業者と受電側事業者の双方に関係するが、当該利用計画を取得・保有している事業者（基本的に
受電側事業者）側で当利用計画を記載する。

 連系線利用計画は発電側は発電量調整供給契約者単位で、需要側は需要バランシンググループ（需要ＢＧ）単位（実需同時同量
を行う場合は各エリアの小売電気事業者単位）で取得される。よって、「事業者名」欄には、相手先の代表契約者（実需同時同量
の場合は小売電気事業者）、発電契約者を記載すること。

 記載するのは、原則、電力広域的運営推進機関における連系線の利用登録がなされているものとする。ただし、新たな連系線建
設（拡張）計画があり、建設後の連系線空容量の利用を見込んでいる場合は別途、記載要否を相談すること。

 計画値は連系線の潮流方向に関係なく、すべてプラスの値で記載し、合計欄にはプラスの値を合計すること。

●小売電気事業者（登録特定送配電事業者を含む）

 小売電気事業者が保有する連系線利用計画を記載する。ここで、小売電気事業者が需要バランシンググループの代表契約者の
場合はバランシンググループが保有する利用計画をすべて記載するが、需要バランシンググループの代表契約者でない場合は
そのバランシンググループが保有する利用計画は記載しない。

●発電事業者

 発電事業者が保有する連系線利用計画を記載する。ここで、発電事業者が発電量供給調整契約の発電契約者の場合は当該発
電量供給調整契約にて保有する利用計画をすべて記載するが、発電契約者でない場合は当該発電量供給調整契約にて保有す
る利用計画は記載しない。



49連系線利用明細記載上の注意点

連系線利用計画は発電側は発電量調整供給契約者単位で、需要側は接続供給契約＝需要バランシンググループ
（需要ＢＧ）単位で提出される。よって、連系線利用計画を保有する電気事業者は、その単位で計画を記載すること。

Ａエリア Ｂエリア Ｃエリア

１００

Ｌ１

非電気α

Ｇ１

Ｇ２

Ｌ２

代表
契約者

発電ＢＧ１
需要ＢＧ１

Ｌ１社連系線明細

事業者：Ｇ１社

調達エリア：Ａ

販売エリア：Ｃ

非電気β

Ｇ１

Ｇ３

発電ＢＧ２

発電量調整供給契約
（代表契約者：Ｇ１）

振替供給契約

利用量：１００

契約者

Ａ→Ｂ間連系線

Ｌ１社連系線明細

事業者：Ｇ１社

調達エリア：Ａ

販売エリア：Ｃ

利用量：１００

Ｂ→Ｃ間連系線



50一般エリアと特定エリアの双方で事業を行う場合の供給計画の記載方法

 一般送配電エリア（一般送配電事業者の供給エリア内で特定エリアを除く部分）と特定エリアの双方で事業を行う小売電気事業者
や発電事業者は、一般エリア分と特定エリア分の計画を合算して供給計画を記載するため、以下の点を考慮する必要がある。

 当面考えられる事業パターン

【パターン１】特定エリアで事業を行っていた発電事業者が一般エリアにも電気を売る場合

【パターン２】特定エリアの発電事業者と一般エリアの発電事業者が同一事業者となる場合

 将来（特定エリアの小売解禁後）考えられる事業パターン

【パターン３】一般エリアで小売を行っていた小売電気事業者が特定エリアでも小売を開始する場合【当面このパターンがないた
め今回は本ケースは考えない】

 特定エリアの需給バランスは、登録特定送配電事業者の供給力確保状況により確認する（特段、発電余力の管理はしない）。

 一般送配電事業者は一般エリアのみの需給バランスを考える。エリア需要には特定エリア需要を含めず、特定エリア向けに一般
エリアから託送供給しているものは含める。よって、それに対応する供給力は以下の式となる。

供給力＝一般エリア小売の供給力＋一般送配電の調整力＋一般エリア＆特定エリアの発電余力※＋特定エリア向け託送供給分

※ここで、特定エリアに発電設備を持つ事業者（発電事業者又は登録特定送配電事業者）の発電余力をどの程度一般エリア側に計
上するかは、託送供給等契約の状況等を勘案して、一般送配電事業者が当該事業者と相談して重複しないように決定する。

Ｇ１ Ｌ１

Ｌ２

一般エリア

特定エリア

Ｇ１ Ｌ１

Ｌ２

一般エリア

特定
エリアＧ１

【パターン１】 【パターン２】

同一事業者

Ｇ１ Ｌ１

Ｌ２

一般エリア

特定
エリアＧ１

【パターン３】

同一事業者

特定エリア向け
の託送供給分



51登録特定送配電事業者における特記事項

登録特定送配電事業者は、【記載要領】上、送配電事業者に分類されるが、送配電事業と小売電気事業の双方を行うため、以下の記
載方法に従って記載すること。

 ３２－１表～３２－４表は小売電気事業者と同じ欄を記載する（【記載要領】の「小」に○があるところ）。

 同社にて発電事業者ライセンスを取得している場合は、ライセンス保有電源は発電事業者側の供給計画で記載するため、
それ以外の自者保有電源のみを記載する。

 ３２－６表、３８表（電力系統の状況）は送配電事業者欄を記載する（【記載要領】の「送」に○があるところ）。

 その場合、【記載要領】の最上位電圧は、特定エリアの最上位電圧と読み替える。

 ３８表（電力系統の状況）で「会社間連系線の概要」は記載不要。ただし、事業者が所有する送配電設備と一般送配電事
業者が所有する送配電設備との間の送電線について以下の表の項目を記載する。

 ３２－８表、３６表、３８－３表は小売電事業者欄を記載する（【記載要領】の「小」に○があるところ）。

 ３２－５表、３２－７表、３３表、３３－２表、３４表、３５表、３７表、３８表（電力潮流の状況）、３８－２表は記載しない

送電容量（ＭＷ） 最大送電可能量（ＭＷ） 最大受電可能量（ＭＷ）

記載内容 送電線の熱容量を記
載する。複数回線ある
場合はその合計値を
記載する。

一般送配電事業者と契約等で取決め
ている特定エリアから一般エリア向け
の最大送電可能量があれば記載する。
なければ、空欄とする。

一般送配電事業者と契約等で取決めて
いる一般エリアから特定エリア向けの最
大受電可能量があれば記載する。なけ
れば、空欄とする。



52特定送配電事業者における特記事項

特定送配電事業者（登録特定送配電事業者は除く）は、【記載要領】上は送配電事業者に分類されるが、他の送配電事業者との違いを
明確にするため、以下の記載方法に従って記載すること。

 ３２－６表、３８表（電力系統の状況）は送配電事業者欄を記載する（【記載要領】の「送」に○があるところ）。

 その場合、【記載要領】の最上位電圧は、特定エリアの最上位電圧と読み替える。

 ３８表（電量系統の状況）で「会社間連系線の概要」は記載不要。ただし、事業者が所有する送配電設備と一般送配電事
業者が所有する送配電設備との間の送電線について以下の表の項目を記載する。

 ３２－１表～３２－５表、３２－７表～３２－８表、３３表、３３－２表、３４表～３７表、３８表（電力潮流の状況）、３８表－２表、３８－３
表は記載しない。

送電容量（ＭＷ） 最大送電可能量（ＭＷ） 最大受電可能量（ＭＷ）

記載内容 送電線の熱容量を記
載する。複数回線ある
場合はその合計値を
記載する。

一般送配電事業者と契約等で取決め
ている特定エリアから一般エリア向け
の最大送電可能量があれば記載する。
なければ、空欄とする。

一般送配電事業者と契約等で取決めて
いる一般エリアから特定エリア向けの最
大受電可能量があれば記載する。なけ
れば、空欄とする。



53送電事業者の特記事項

送電事業者は、記載要領上は送配電事業者に分類されるが、他の送配電事業者との違いを明確にするため、以下の記載方法に従っ
て記載すること。

 ３２－６表、３８表（電力系統の状況）は送配電事業者欄を記載する（【記載要領】の「送」に○があるところ）。その場合、【記載要
領】の最上位電圧は、保有する送電線（会社間連系線は除く）が接続される一般送配電事業者の供給エリアの最上位電圧とする。

 ３２－１表～３２－５表、３２－７表～３２－８表、３３表、３３－２表、３４表～３７表、３８表（電力潮流の状況）、３８表－２表、３８－３
表は記載しない。



54電力（電力量）記載上の発電端・送電端等の違いついて
●電力（電力量）記載方法

 発電端：発電機の発生電力

 送電端：発電端電力から発電所所内電力を差し引いたもので、発電所から送配電系統へ流入する電力

 需要端：使用端電力に変電所所内電力を加えたもの

 使用端：需要家が受け取る電力

●関係式（下図の記号参照）

 発電端＝送電端＋①＝送電端／（１－発電所所内率※１） （※１）発電所所内率＝①／発電端

 送電端＝発電端－①＝需要端＋②＝使用端＋②＋③＝使用端／（１－損失率※２）

※２：損失率＝（②＋③）／送電端 ・・・損失率は一般送配電事業者の託送供給等約款を参照（次頁参照）

 需要端＝使用端＋③＝送電端－②

 使用端＝送電端×（１－損失率）＝需要端－③

●計算例（使用端から送電端を計算する場合）

使用端で低圧：1000kw , 高圧：2000kw,  特別高圧：4000kw,  損失率（低圧）：7% 損失率（高圧）：4% 損失率（特別高圧）：3%のとき

送電端＝1000／（1－0.07） ＋2000／（1－0.04）＋4000／（1－0.03）＝7282kw

Ｇ Ｌ

送配電系統

発電機

①発電所
所内電力

需要家発電所

③変電所
所内電力

②送電線ロス ②送電線ロス

発電端 送電端 使用端需要端
＝使用端＋③変電所所内電力



55損失率一覧表（平成２８年４月時点）

●一般送配電事業者（１０者）の託送供給約款に記載された損失率一覧表（Ｈ２８年４月時点）

エリア
北海
道

東北 東京 中部 北陸 関西 中国 四国 九州 沖縄

低圧 8.7 9.0 7.1 8.0 8.6 7.9 9.0 8.8 8.6 6.9

高圧 5.1 5.6 4.2 3.8 3.9 4.5 4.7 4.9 3.3 2.5

特高 2.2 2.1 2.9 2.2 2.2 2.9 1.7 2.0 1.2 1.0

単位：％



56太陽光発電の供給力（ｋＷ）算定方法（１）

（１）一般送配電事業者が提示した比率から求める方法（エリア指定月時断面※１での供給力を記載する場合は、原則、この方法）

一般送配電事業者が提示した太陽光発電出力比率（設備容量に対する発電出力の比率で下記ｂの値に対応）と自家消費比率（設

備容量に対する自家消費量の比率で下記ｃの値に対応）により、下記(2)④のとおり求める。

（２）過去データから求める方法（小売電気事業者が自者最大月時断面を記載する場合等で過去データから求められる場合）

① 月の自者最大3日平均電力発生日※2の自者決定時刻（当該月において自者最大需要が発生する可能性が最も高いと考える時

刻）における太陽光発電出力比率を算定…a （出力実績がある場合は実績を使用し、出力実績がない場合でも過去の日

射量実績等から太陽光発電出力比率を推定できる場合は推定による方法等による）

② aのデータを過去２０カ年についても算定（３点×２０カ年分＝６０点）し、値の小さいものから5点分のデータの平均を計算

…b（出力比率）

③ 自家消費がある場合は、月の過去５ヵ年データから自家消費比率を算定する。月の自家消費量を一定と考え、太陽光発電出力

カーブを気象データ等から推定し、そこから自家消費量を引いた出力カーブの面積が1か月の受電量と一致するように自家消費

量を求め、太陽光設備容量で割って自家消費率を求める。これを過去5カ年について求め、平均する…ｃ（自家消費比率）

④ ｂの値（自家消費がある場合はb-ｃの値）に太陽光発電設備容量（当該年月に稼働・購入する予定の設備容量）を乗じて求める

※１ 記載要領の別紙「供給電力等の記載断面について」に記載された指定月時

※２ ある月において、毎日の最大需要電力（1時間値）を上位から3つ抽出したときの抽出日
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自家消費比率の求め方 ～（２）③の補足～
過去月の太陽光発電出力比率カーブを過去の気象データ等から推定する。月の自家消費比率を一定と考
え、太陽光発電出力比率カーブから自家消費比率を引いた面積が１カ月の余剰買取電力量（小売電気事業
者等が太陽光発電者から余剰買取する電力量）と一致するように自家消費比率を求める。

8月1日 8月2日 8月3日 8月31日● ● ●

太陽光発電出力比率カーブ
（過日の気象データ等から推定した値）

自家消費比率

０

比率：１

太陽光発電の供給力（ｋＷ）算定方法（２）

太陽光発電者からの８月の余剰買取電力量（kWh）

上の橙色の値と下の黄色の面積（kwh単位に修正したもの）が一致するように自家消費比率を決定

●１カ月余剰買取量（kWh）＝ ∫0 
24時間×31日 ｛設備容量（kW）×（太陽光発電出力比率－自家消費比率）｝
ただし、下線部がマイナスとなる時間は０として積算する

供給力比率

出力比率
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余剰
買取
想定

導入
量
kW

至近の導入量伸びの傾向等から
余剰買取分、全量買取分の将来
の導入量を推定する

出力
比率
ｂ 自家

消費
比率
ｃ

太陽光発電の供給力（ｋＷ）算定方法（３）

余剰買取分

全量
買取
想定

導入
量
kW

全量買取分

出力比率ｂ、自家消費比率ｃ、
供給力比率（ｂ－ｃ）を求める

全量買取分と余剰買取分にそれ
ぞれ比率を掛けたものを加えて
太陽光供給力を決定する

余剰
買取
供給
力
kW

＝余剰買取分×（ｂ－ｃ）

全量
買取
供給
力
kW

供給
力
比率
b-ｃ

＝全量買取分×ｂ

太陽光供給力

全量買取と余剰買取がある場合の太陽光供給力の求め方～（２）④の補足～

（注）本シートは、小売電気事業者が太陽光発電者（発電事業者を除く）から購入する予定の供給力の計上方法を記
載したもので、発電事業者から調達する太陽光電源については、通常の調達と考えて計上すること。
（この場合、調達先の発電事業者にて太陽光供給力を決定し、そこからの調達量を小売は計上する）。



59風力発電の供給力（ｋＷ）算定方法
（１）過去データから求める方法

① 算定月の指定時刻※1（エリア指定月時断面の供給力を記載する場合）又は自者決定時刻（自者最大月時断面の供給力を

記載する場合で、当該月において自者最大需要が発生する可能性が最も高いと考える時刻）における風力発電出力比率

を月の日数分算定…a （出力実績がある場合は実績を使用し、出力実績がない場合でも過去の風況データ等から出力

比率を推定できる場合は推定による方法等）

② aのデータを実績が把握可能な期間（基本３年以上）について算定し（抽出点数＝月の日数×実績把握可能年数）、過去

全データにおけるＬ５（シリースＬ５；下図参照）と各年におけるＬ５（パラレルＬ５；下図参照）を求めて、その平均値を計算

出力比率（ｂ）＝

③ ｂの値に風力発電設備容量（当該年月に稼働する予定の設備容量）を乗じて求める。

（注）風力発電設備容量の将来の増加分は、開発が見込まれているもののみを計上すること。

（２）過去データから求められない場合

一般送配電事業者が提示した各月における風力出力比率（各時間共通の値；ｂに対応）を用いて算出する。

※１ 記載要領の別紙「供給電

力等の記載断面について」に記載

された各月の指定時

シリースＬ５＋パラレルＬ５

２



60自流式水力発電等の最渇水日（第Ⅴ出水時点）の平均可能発電力の求め方

 自流式水力発電等の最渇水日（第Ⅴ出水時点；Ｌ５）の平均可能発電力の求め方

算定月の各日の日平均可能発電力（1日の実績発電電力量にいっ水電力を加算した日可能発電電力量を２４で割ったもの）を至近 過

去３０カ年について算定し（抽出点数＝月の日数×３０）、過去全データにおけるＬ５（シリースＬ５）と各年におけるＬ５（パラレルＬ５）を求

めて、その平均値をもとめたものとする。シリースＬ５とパラレルＬ５の求め方は風力発電の供給力算定方法に記載の方法と同様とする。

 なお、自流式水力発電等の供給力を算定する場合は、上記で求めた平均可能発電力から所内消費電力及び停止電力（計画補修

分）を減じ、調整池を持っている場合は調整能力（調整池により発電力を時刻単位で調整できる場合に、供給力算定時刻において平

均可能発電力を超えて発電できる部分）を加算する必要がある。



61改定履歴

改定後の
REV番号

改定日 改定の概要

0 2016.2.1 暫定版として、新規発行

1 2016.3.15 省令公布に合わせて正式版として発行。以下を修正した。
・32-1表の年度末電源構成のスライドを全面修正
・32-2表の発電端電力量のスライドを全面修正
・32-8表のライセンス共通事項で、１０万ｋＷ以下の事業者で「バイオマス」、「水力」、「地熱」の区分分け
は不要とした。
・34表の「停止電力」「補修期間における月別減少出力」欄はマイナス値で記載する旨を追記した。
・37表は前々年度も記載する旨を追記した。
・38-2-2表に記載するものは、原則、連系線利用登録されているものという記載を追記。
・最終頁に水力発電のＬ５の求め方を記載したスライドを追加

2 2016.3.22 ・32－8表の記載方法を追加

3 2016.3.28 ・32-8表の記載方法について追記
・34表の記載は、エリア毎に記載する方法のみとした。
・38表（電力潮流の状況）、38-2表の記載断面を修正

4 2016.4.13 ・32-1表の年度末電源構成、32-2表の発電端電力量についての「調達先未定」分の記載を追記
・32-5表の年間可能発電電力量の記載について追記
・損失率一覧表を追加

5 2016.5.11 ・共通事項に１より小さい数値の入力について記載。
・32-6-1表,32-6-2表の記載を変更
・34表の記載対象についての文言を追加
・35-1表の文言追加

6 2016.6.29 ・32-1表の年度末電源構成、32－2表の発電端電力量の記載を一部修正
・32-6-1表の記載内容欄の表の記載を修正
・32-8表の記載内容を追加。
・35-2表の構内で自家消費のある発電所について追記。


